
けいさつ広報

令和４年５月１３日から改正道路交通法施行に伴い、特別な教習を受講する

ことによって第二種・中型・大型免許の受験資格が、
２１歳以上（中型２０歳以上）、普通免許等経験３年以上（中型２年以上）

⬇
１９歳以上、普通免許等経験１年以上

に短縮されます。

Point

Point

特別な教習とは？

若年運転者期間とは？

自動車教習所で実施する３６時間以上
の教習のことです。
令和４年５月１３日から、県内で大型教習

等を実施している自動車教習所を中心に
受講できるようになります（調整中）。

２１歳（中型免許は２０歳）に達するまで
の間に基準に該当する違反行為（全ての
免許種別による違反が対象）を行った場
合は、若年運転者講習（２日間で９時限）
を受けることになります。


